
 

 

  

加古川市自転車活用推進計画（案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

加古川市自転車活用推進計画（案）について、パブリックコメント（意見公募）を実施しました。 

実施結果の概要は、下記のとおりです。 

１．計画の概要 

本市では、安全で快適な自転車通行空間の連続性を確保し、自転車の利用促進を図るため、

平成３０年８月に「加古川市自転車利用環境整備計画（自転車ネットワーク計画）」を策定しま

した。この度、「自転車活用推進法」に基づく「国の推進計画」が示されたことを受けて、この

計画に、駅前駐輪場の環境整備、交通安全教育や自転車ルールの周知と啓発活動、自転車利用

のための観光地案内サインの設置等の取組みを追加した「加古川市自転車活用推進計画」を策

定します。 

２．意見募集の概要 

・実 施 期 間  ：  令和２年９月１６日（水）から 令和２年１０月１５日（木）まで 

・閲覧場所等  ：  市役所案内、道路建設課、市ホームページ、 

各市民センター・公民館、東加古川市民総合サービスプラザ 

・応 募 方 法  ：  意見回収箱に投函、持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール 

    ・周 知 方 法  ：  広報かこがわ、市ホームページ、公式フェイスブック、有料自転車

駐車場（加古川駅、東加古川駅） 

３．パブリックコメントの受付結果 

（１）意見の提出方法 

・意見提出者   ２人  

・意 見 件 数  ３４件 

意見数 ２人（３４件） 

内 

訳 

意見回収箱 １人（ ４件） 

持参 ０人（ ０件） 

郵送 ０人（ ０件） 

ＦＡＸ ０人（ ０件） 

Ｅメール １人（３０件） 

 （２）意見に対する本市の考え方の区分の説明 

Ａ ： 本文に反映した意見 

Ｂ ： 既に盛り込み済の意見 

Ｃ ： 今後の取組の参考にする意見 

 （３）意見の件数と対応区分 

項  目 
市の考え方区分 

計 
A B C 

１ 自転車の活用に関すること ０ １ ９ １０ 

２ 通行空間の整備に関すること ２ ２ ０ ４ 

３ ルール・マナーの啓発に関すること ０ ２ ０ ２ 

４ データの修正等に関すること ９ ５ ０ １４ 

５ その他 ０ ２ ２ ４ 

合  計 １１ １２ １１ ３４ 
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（４）主な意見の要旨 ※（ ）内は本市の考え方の区分 

１ 自転車の活用に関すること 

・市内観光や健康増進を目的としたコース設定を求めること（Ｃ） 

・健康課題に対する目標設定や施策の展開を求めること（Ｃ） 

２ 通行空間の整備に関すること 

・自転車ネットワークから廃止された路線において安全性の確保を求めること（Ａ） 

・歩車混在として整備する路線において十分な路肩幅員の確保を求めること（Ｂ） 

３ ルール・マナーの啓発に関すること 

・交通安全教育の実施について対象者別の目標設定を求めること（Ｂ） 

・自転車保険の加入やヘルメット着用の更なる推進を求めること（Ｂ） 

４ データの修正等に関すること 

・計画策定期間中に更新された統計データ等を最新のものに置き換えること（Ａ）（Ｂ） 

・自転車関連事故の発生状況として年代別、時間帯別のデータ掲載を求めること（Ａ） 

５ その他 

・企業との連携による自転車通勤への転換を推進すること（Ｃ） 

・県道の具体路線における交通規制の強化を求めること（Ｃ） 

 

４．今後のスケジュール 

・令和２年１１月下旬 パブリックコメントの意見及び市の考え方を公表 

・令和２年１１月下旬 計画策定の庁内決裁 

・令和２年１２月   策定された計画書の市ホームページへの掲載 


